
様式第３号(第１２条関係) 

会 議 録 

会議の名称 第 17 回越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理審議会 

開催日時 

午前・午後 ２時００分から 

 令和４年５月２７日(金) 

午前・午後 ３時００分まで 

開催場所  吉川市役所２０３会議室 

出席委員(者)氏名 

菊名剛委員、永塚守利委員、末重秀二委員、菊名三津男委員、 

鈴木繁委員、名倉定一委員、竹内清武委員、小倉重治委員、 

飯島長壽委員、村瀬信雄委員 

欠席委員(者)氏名  名倉嘉一委員 中村嘉一委員 水上欽也委員 

担当課職員職氏名 

吉川美南駅周辺地域整備課課長   木村克芳 

吉川美南駅周辺地域整備課副主幹  小林浩二 

吉川美南駅周辺地域整備課主査   田口裕章 

吉川美南駅周辺地域整備課主事   深瀬友浩 

吉川美南駅周辺地域整備課技師   松本隼人 

会議次第と会議の公

開又は非公開の別 

（１）開会 

（２）第１０回仮換地指定について（非公開） 

（３）施行者限りの処理について（非公開） 

（４）第２期審議会委員選挙について（公開） 

（５）閉会 

非公開の理由 

（会議を非公開にし

た場合） 

「第１０回仮換地指定について」「施行者限りの処理について」は、

吉川市情報公開条例第７条第２号に規定されている「個人に関する情

報」が含まれるため、吉川市市民参画条例施行規則第３条第２号の規

定に基づき、非公開とする。 

傍聴者の数  ０人 

会議資料の名称 

・次第 

・交渉難航地権者の状況について（資料１）（回収資料） 

・第１０回仮換地指定について（資料２）（回収資料） 

・施行者限りの処理について(資料３)(回収資料) 

・第２期審議会委員選挙について(資料４) 



・土地利用計画図（第三回変更）（掲示資料） 

・従前の土地図（掲示資料） 

・第１０回仮換地指定位置図（掲示資料） 

会議録の作成方法 

 □録音機器を使用した全文記録 

 ■録音機器を使用した要点記録 

 □要点記録 

会議録確認指定者  小倉重治委員、飯島長壽委員 

その他の必要事項  無 

 

 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

事務局 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

各委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

（１）開 会 

（２）配布資料の確認 

（３）会長挨拶 

（４）会議の成立 

・会議の成立は、土地区画整理法第６２条第３項の規定により、委

員の半数以上の出席が必要とされています。 

・本日、委員１３名のうち１０名が出席のため、本審議会は成立し

ていることを報告します。 

 

（５）議事録署名委員の選出 

・本日の議事録署名委員は、小倉重治委員と飯島長壽委員にお願いし

ます。 

 

（６）会議の公開・非公開の決定 

・本日の議事である「第１０回仮換地指定」、「施行者限りの処

理」は、閲覧していただく資料に地権者の個人情報が記載されて

いるなど、吉川市情報公開条例第７条第２号に規定されている

「個人に関する情報」が含まれるため、吉川市市民参画条例施行

規則第３条第２号の規定に基づき、非公開とすることが妥当であ

ると考えます。 

 

・本日の議事である第１０回仮換地指定、施行者限りの処理につい

ては、個人情報が含まれるため非公開として進めたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

（７）議事 

【第１０回仮換地指定について】 

（「諮問文第２０号」朗読。） 

（「交渉難航地権者の状況（資料１）」、「第１０回仮換地指定につい

て（資料２）」を用いて説明。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

〔交渉難航地権者の状況について〕 

・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●● 

・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●● 

・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●● 

・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●● 

・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●● 

 

〔第１０回仮換地指定について〕 

・今回、仮換地の対象は、従前の宅地の筆数９筆、登記地積２，９８

０．６６㎡、基準地積３，０１３．３７㎡。仮換地の画地数は、７画

地、地積は２，１２５㎡、仮換地の権利毎の件数は４件です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

・前回同様、新たな仮換地指定のほかに、換地変更に伴い仮換地の「取

消指定」「再指定」を行う方を対象としています。今回の仮換地指定

により仮換地の面積ベースで約７割の仮換地指定が実施されることに

なります。 

・仮換地指定の「取消指定」「再指定」を行う◯◯◯◯◯○○様につい

て説明します。 

・◯◯様には過年度に住宅の物件移転にご協力いただいており、物件移

転補償に掛かる税金の特例措置を受けるために仮換地指定を行ってい

ます。物件移転後に現地の詳細な測量を行った結果、◯◯様の敷地の

西側境界である４３街区１画地、７画地、８画地との３つの画地境界

を、修正する必要が生じたことから、今回、仮換地の内容を変更する

ものです。 

 

（第１０回仮換地指定について（資料２）及び従前の土地図（掲示資

料）及び第１０回仮換地指定位置図（掲示資料） 閲覧） 

 

【質疑応答】 

・交渉難航地権者の状況をご説明いただきましたが、仮換地指定や交渉

難航地権者について、もう少し詳細にご説明していただけませんか。

また、説明のあった内容は、今回の諮問事項の判断に直接関係はあり

ますか。 

・代理人に対して、事業を円滑に進めるため、仮換地指定が必要なこと

などについて説明を実施してきましたが、理解を得ることができませ

んでした。施行者としては、これ以上、工事を遅らせることにより、

事業進捗に影響を及ぼす可能性があることから、施行者（市）の管理

地とした上で、円滑に工事を進めていきたいと考え、仮換地指定を行

うという判断に至りました。 

・今回の仮換地指定により施行者（市）の管理地となるということです

が、過去の事例同様に意義申立てなどされる可能性があるということ

ですか。 

・仮換地指定に対しては、行政不服審査請求、取消訴訟をすることがで

きることとなっております。 

 

 



会長 

 

 

各委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

・諮問第２０号「第１０回仮換地指定について」、原案に異存のない方

は、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

・全員挙手により、諮問第２０号「第１０回仮換地指定について」、原

案のとおり、異存のない旨を答申いたします。事務局は、答申書の準

備をお願いします。 

 

（会長が答申書へ署名・捺印） 

 

・答申文を代読願います。 

 

（答申文の代読） 

 

 

【施行者限りの処理について】 

（「施行者限りの処理について（資料３）」について説明。） 

 

・今回は、以前の審議会でも報告した内容と同じく、仮換地先の分割に

ともなう従前地分筆を行った１件について報告します。土地所有者で

ある◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯様より５７０㎡の仮換地を将来の土地利用

に合わせて、変更前１筆あった従前地を３筆に分筆して、１画地であ

った仮換地を３画地に分割しました。対象地である仮換地は、変更前

と変更後の面積及び形状に変更はありません。 

 

【質疑応答】 

・◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯様が取得した土地は、区画整理前はどのような

方が所有していた土地なのか、答えられる範囲で構わないので教えて

貰えませんか。 

 

・個人の地権者が所有していた土地を事業期間中に◯◯◯◯◯◯◯◯◯

◯様が売買により取得しております。 

 



 

 

 

事務局 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

【第２期審議会委員選挙】 

 

【傍聴人の確認】 

・傍聴人なし。 

 

・委員の任期は５年間となっており、本年１０月３０日で第１期審議会

委員の任期満了を迎えるため、第２期となる審議会委員選挙の実施を

予定しております。 

・審議会委員の構成について、土地所有者及び借地権者の中から選挙に

よって選出される方が１２名、施行者である吉川市が選任する学識経

験をお持ちの方が３名、合計１５名が定数となり、任期は５年となり

ます。 

 

 

【質疑応答】 

・なし 

 

【連絡事項等】 

・令和４年４月より包括支援業務委託業者として本事業に携わっており

ます玉野総合コンサルタント株式会社は、令和４年７月から、日本工

営都市空間株式会社へ社名が変更となります。 

・第１期審議会委員の任期は、１０月３０日となっておりますが、今回

が、審議会委員選挙前、最後の審議会開催の予定となっております。 

 

【質疑応答】 

・審議会委員の任期が５年という事ですが、任期中に委員の欠員が出た

場合はどのような対応を取るのですか。 

・土地区画整理法施行令に規定される定数の２/３を割らない限りは審議

会を運営していきます。２/３を割る場合には再度選挙を行うことにな

ります。 

 

・最後に、本日お配りしている資料につきましては、個人情報の記

載があるものがございます。事務局にてファイルに綴じ込み適切

に管理させていただきますので、お持ち帰りにならず、そのまま



 

 

 

 

 

 

会長 

机の上に残していただくようお願いします。また本日の審議会の

中で、知り得た個人情報につきましても、取り扱いには十分ご注

意くださいますよう併せてお願いいたします。 

 

（８）閉 会 

・以上をもちまして、第１７回 越谷都市計画事業 吉川美南駅東口周

辺地区土地区画整理審議会を閉会いたします。 

 

 

以 上  

以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

令和４年６月１６日                令和４年６月３０日 

署名委員  小倉 重治（自署）        署名委員  飯島 長壽（自署） 


